
船舶インシデント調査報告書 

令和４年１１月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリ過放電） 

発生日時 令和３年１１月２１日 ０７時３５分ごろ 

発生場所 大分県大分市関
せき

埼東北東方沖 

 関埼灯台から真方位０７３°１,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１６.２′ 東経１３１°５４.９′） 

インシデントの概要 水上オートバイ３００Ｌ
エル

Ｘ
エックス

は、漂泊中、主機が始動できなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和３年１１月２６日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ ３００ＬＸ、０.１トン 

 ２９０－６２４１３大分、個人所有 

 ガソリン機関、船内機、４サイクル、出力２１３.０kＷ、回転数毎

分７,７５０、４気筒、ボア８３.０mm、使用燃料ガソリン、平成 

２４年５月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、特殊小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、関埼沖で、主機の始動及び停止を

繰り返し、釣り場を移動しながら釣りを行っていた。 

船長は、釣りを行った後、釣り場を移動する目的で主機を始動しよ

うとしたところセルモータが回らず始動できなかった。 

船長は、主機の始動を何度か試みたものの始動できず、その後、始

動できない原因を特定できなかったので、航行不能と判断して携帯電

話で海上保安庁へ通報を行い、本船は、海上保安庁の要請を受けて来

援した水難救済会所属の漁船によって大分市佐賀関漁港にえい
．．

航され

た。 

船長は、帰港後、バッテリの過放電ではないかと思い、バッテリを

充電し、主機の始動を試みたところ、主機が始動した。 

本船は、本インシデントの約１か月前に、約６か月ぶりに使用され

ていた。 

船長は、今までバッテリに不具合が発生したことがなく、本インシ

デント当日の出航前にバッテリを充電したので、バッテリは十分に充

電されたと思い、電圧の確認を行わなかった。 

日本小型船舶検査機構が作成した水上オートバイのメインテナンス



ガイド（インターネットのホームページにより閲覧可能）によれば、

水上オートバイのバッテリは、容量自体が小さいため比較的簡単に放

電し、長期間放置すると機能が低下するので、定期的に補充電を行

い、使用前に電圧等の点検整備を行うこととされていた。 

分析 

 

本船は、年に数回しか使用されずバッテリの充電量が低下した状態

で、船長が、今までバッテリに不具合が発生したことがなく出港前に

バッテリを充電し、バッテリは十分に充電されたと思い、バッテリの

電圧の確認を行わないまま出港し、主機の始動及び停止を繰り返した

ことから、バッテリが過放電の状態となり、漂泊した後、主機の始動

ができなくなって、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、年に数回しか使用されずバッテリの充

電量が低下した状態で、船長が、今までバッテリに不具合が発生した

ことがなく出港前にバッテリを充電し、バッテリは十分に充電された

と思い、バッテリの電圧の確認を行わないまま出港し、主機の始動及

び停止を繰り返したため、バッテリが過放電の状態となり、漂泊した

後、主機の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、出港前にバッテリの電圧の計測を行うこと。 

 ・小型船舶の船長は、長期間使用しない場合でも定期的にバッテリ

の充電を行うこと。 

 


